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日本ビアカウンセリング・ビアエデユケニション研究会

目的と事業内容

【発足】2005年 5月 15日

【目的】    |
、ルスプむモーションの理念をふまえた健康教育手法である

ビアカウンセリング、ビアエデニケ■シヨンの実践の定着0普及と
研究を推進する

`【事業内容】                    ‐

1・ 本会の目的を達成するために必要な教育,研修
2:実践のためのスーパ∵バイズ(ビアカウンセラー養成者(指

‐導者)及び先輩ビアカウンセラ■の派遣含む)    |
‐
3・ 普及のためのコンサルテーション(ピアカウンセラマ養成者

(指導者)及び先輩ビアカウンセラーの派遣含む).
4。 会員の情報交換  :

このホ‐ムベージll、 ヘルスプロモーションの理念をら、まえた健
康教育手法であるビアカウンセ|メング・ビアエデュケーシヨンの
実践の普及と定着ならびに研究を目的とし情報を公Frlし まメ.
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日本ビアカウンセリング・ビアエデュケニション研究会

組織図
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資料2②

健やか親子21推進協議会総会資料           '

:日 本育療学会紹介

.               ‐              日本育療学会理事長 西牧‐謙吾

本学会は,病気や障害のあう子どもが,現在及び将来にわたうて充実した生活が営むことができるよ

うにするために,教育,医療,福祉j家族及び本会の目的に賛同する関係者が一体となつて,子 どもの

健全育成を図るための研究・研修を推進 し,その成果を普及すうことを目的に(平成 6年 5月 に加藤策
雄氏 (横浜国立大学名誉教授・元文部省初等中等教育局特殊教育課病弱教育担当教科調査官),.伊戸川

員則氏 (元埼玉県立寄居養護学校校長・元全国病弱虚弱教育研究違盟理事長)他 2人が発起人 とな
.り

設

立されました6

創立当時は、病気のため病院等に入院しているいわゆる病気療養児の教育について、児童生徒の病気

の種類の変化(医学や医療技術の進歩に伴 う治療法の変化等により、入院期間の短期化や入退院を繰 り

返す等の傾向1と対応した病弱教育の改善が求められており、文部省も平成5年 6月 より'「病気療養児の

教育に関する調査研究協力者会議」を発足させ、病気療養児の教育の改善充実方策についての検討を行
らていました。総会直後の平成6年12月 には,文部省初等中等教育局長通知「病気療養児の教育につい
て」が発出され,時を同じくして平成7年度から本学会事業が本格的に開始されました。
.本学会の活動は,上記の目的を澤成するために,               

｀

(1)研究会・研修会の実施 :子 どもの健全育成を図るために:教育,医療,福祉,家族等の立場から
研究会・研修会を定期的に計画し,実施すること,   I
(2)学会誌及び図書等の干J行 :日 本育療学会誌「育療」を定期的に刊行すること,

(3)関連団体・機関との連携 :子 どもを支援するために教育,医療,福祉,家族等の関係団体や機関
との連携を重視した活動を行うこと,                   1
(4)教育;医療,看護:福祉等に関する調査研究 ,知識の普及 :子 どもの教育・社会福祉・看護 」保

健等に関する調査研究を行い,その成果め普及に努めること,を事業として行っております。
平成 18年度より、日本学術会議協力学術研究団体として日本学術会議に認可を受け;我が国におけ

る病弱教育,療育に関する唯一の学術団体として活動を行つているところです。会員数は現在,約 300

人で,こ こ数年の間,着実に会員数も増加しております。全病連関係の多くの諸先生方にも会員となつ
ていただいており,今後も病気の子どもたちの教育の発展について医療・福祉関係者,保護者等と共に

邁進したいと考えております。               ′         :´

毎年t機関話育療を年3回 :学術集会を年1回開催している他,学会の研究活動の活性化を目指して
全国各地域において,イ 規ヽ模研修会を開催しています。 病気の子どもの教育,1医療,福祉,労働に関
する各地域での課題をテーマに,学会員が中心となって企画,運営するものです。
本学会の大きな特徴として:学会会員限定の情報交換の場となるSNS:(Social Net予Orking Servicb)

を設置しており,日 々全国から情報発信,意見交換が活発に行われており,日 常的な学会活動の活性化
が図られております。日,本育療学会のホ∵ムベージでは,学術集会,小規模研修会等に関する情報発信
を積極的に行うています。 .                     :

特別支援教育へ:の政策転換が行われる中、我が国では病気による長期欠席者が4万人以上存在し、病

気の子どもの教育の保障が未だ十分ではありません:その下方で特別支援学校 (病弱)は児童生徒数の

減少で閉校される県が出ています。

健やか親子21課題別取り組みの目標、3.小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備
3T21院 内学級・遊戯室を持つ小児病棟の割合、卜22慢性疾患児等の在宅医療の支援体制が整備されている

市町村の割合の通知目標達成に向けて、本学会としても、特別支援教育の視点から貢献できればと考えてい

ます。どうぞ、よろしくお願いします。               |

※日本育療学会のホームパージ

URL  http.//nihonikuryo.」 p/
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資料2③  l

:    .1 社団法人全国訪間看護事業協会の概要    :

平成23年 2月 25,日

「目 的』
社団法人全国訪間看護事業協会は、訪問看護事業の健全な発展を図り、国民の保健

福社の向上に寄与することを目的として、平成7年 7月 に設立されました。

「主な事業内容』                  :       ・

①訪間看護事業め運営、サービスの費の確保向上等l「関する調査研究及び相談指導
②訪問看護事業に関する研修会、講演会等の開催        :
③訪問看護事業大会の開催                     :
④訪間看護事業に関する情報提供及び機関誌その他印刷物の刊行
⑤内外の関連団体との連携及び交流    ′

⑥訪間看護事業に従事する者の福利厚生に関する事業

⑦その他本協会の目的を達成するために必要な事業            :

「
=亨量嵩磐護事業者及び訪間看護ステτションの管理者

r会員事業者数』 (平成23年 2月 23甲現在)             |
“訪間看護事業者 2,482事 業者

‐ 籠会員訪間看護ステーション  3, 690カ 所   `    ヽ     :

*平成 22年 4月 1日現在の全国の訪間看護ズテーション数 (休上を含む。)

.  1    5, 962カ 所      '

「協会でのJヽ児に対する取組方針」                    i
「訪間看護 10カ年戦略」(平成21年 3月制定)で訪間看護ステーションの機能を
強化 “拡充する二療として、利用者三■ズの多様化に対応するためt専門性の高い
ケアに関するコンサルチーションを受ける仕組みをつくるために小児の訪間看護め

推進を図ることとしている。

『協会での小児関係研修会』      ‐
:

_  ・小児訪間看護研修会 平成23年 1.1月 12白 (土) 毎年実施|  
～小児を支える訪問看護の実際ん               |

:    弛緩と病態生理 口特徴の理解、小児看護の基本的理解、訪間看護ステーショ
ンにおける小児訪問看護の実際  メ            i

「所管官庁』 :   :
厚生労働省老健局老人保健課
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